
日 本 保 険 薬 局 協 会 会 報 誌

Vol.89
2 0 2 5 　NOVEMBER

日本保険薬局協会
「薬剤師の個人宅向け在宅業務実態に関する大規模調査」

薬剤師 1人・１時間当たりの
在宅業務による収益は
給与費を下回る
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獣医師と薬剤師の連携で
安心・安全な動物医療を提供
株式会社大賀薬局（福岡県）

Visiting
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日本保険薬局協会 会報誌
November Issue  2025

協会ロゴマークの由来
協会ロゴマークは、私たちの仕事
である調剤業務に古くより使用さ
れている重要な器具・薬匙（スパー
テル）を基本にあしらい、さらに
日本保険薬局協会の英名 Nippon 
Pharmacy Association の略であ
る NPhA を薬匙の上に広げて重ね、
空を翔ける鳥のようにイメージし
ました。今後、日本保険薬局協会
が大きく羽ばたき成長するよう、
希望を込めて作成されています。

表紙フォト（風景）：diana lisunova / unsplash
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対談は厳しい暑さが続く8月中旬に行われた。
安川健司氏（左）と三木田慎也氏

国民に革新的新薬
提供するため
皆保険制度の運用を改めよ

Exclusive Interview

持続可能な社会保障制度構築に向け業界一丸で
セルフケア・セルフメディケーションの啓発を
　今年5月、安川健司氏は日本製薬団体連合会（日
薬連）の会長に就任しました。日薬連は、製薬企業
を会員とする医療用・一般用医薬品などの業態別団
体と、東京・大阪など地域別団体の計28団体で構
成される、製薬業界を代表する組織です。
　安川会長は、「最先端の医療を受けられない災厄
を、日本の国民は被り続けている」と、強い問題意

識を明らかにします。いわゆるドラッグラグ・ロス
の問題です。この解消には、国民皆保険制度の運用
を改める必要があると指摘、「大きなリスク」のみ
を互いに支え合う皆保険制度の原点に回帰すべきと
訴えます。併せてセルフケア・セルフメディケーシ
ョンの考え方を普及する重要性にも言及、薬局関係
者による啓発活動に期待を寄せました。

一般社団法人 日本保険薬局協会一般社団法人 日本保険薬局協会
会長会長

三木田 慎也三木田 慎也氏氏

日本製薬団体連合会日本製薬団体連合会
会長会長

安川 健司安川 健司氏氏
（アステラス製薬株式会社 代表取締役会長）（アステラス製薬株式会社 代表取締役会長）

特別対談
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安川 健司安川 健司氏 氏   三木田 慎也三木田 慎也氏氏特別対談

国民に革新的新薬
提供するため
皆保険制度の運用を改めよ
持続可能な社会保障制度構築に向け業界一丸で
セルフケア・セルフメディケーションの啓発を

　三木田　日本製薬団体連合会のホ
ームページには、会長就任の挨拶文
が掲載されています。その中で、「国
民皆保険制度の運用に問題がある」
と指摘されています。どのような問
題意識をお持ちでしょうか。
　安川　端的に私の問題意識を申し
上げれば、日本の国民は世界最先端
の医療を受けられない災厄を被り続
けている、ということです。いわゆ
る、ドラッグラグ・ロス等の問題で
す。なおかつ、現役世代は今でさえ
高い社会保険料を支払っているにも
かかわらず、今後は更に負担が増え
ることが見込まれています。要因
は、言わずもがな少子高齢化です。
　こうした問題の根本は、60余年
以上も前の1958年（昭和33年）に
制定された国民健康保険法に基づく
国民皆保険制度を、今まで温存して
きたことにあるのではないかと思い
至りました。この間、国民を取り巻
く衛生状態や栄養状態は改善され、
罹患する疾病も変化し、平均寿命も
延びて人口ピラミッドも大きく変わ
りました。しかも、医学や科学の進
歩に伴い革新的な治療手段が次々に
登場し、医療の高度化が目覚ましく
進展しました。これを別の視点から
見れば、医療コストが増大し続けて
いることを意味します。どんどん神
輿が重くなっているのに担ぐ人が減
りつつあり、現状のままでは高齢者
の医療費を支えている現役世代の負
担増は避けられません。
　このような状況に対し政府は、社
会保障費の実質的な伸びを高齢化の
伸びの範囲内に抑制するという政策

を長年とっており、その主たる抑制
策として薬価の引き下げを長年行っ
てきました。これは正に縮小均衡で
しかなく、根本的な解決にはなって
いません。そればかりか度重なる薬
価制度改革によって、日本の医薬品
市場の魅力を損なうことでドラッグ
ラグ・ロスを助長し、革新的な新薬
が国民に提供できないという弊害を
生じさせています。これは医薬品の
安定供給に悪影響を及ぼす一因にも
なっていますし、結果として、国民
が高品質かつ革新的な医薬品にアク
セスできない事態を生み出しまし
た。一方で、昨今のインフレによる
原材料費・人件費の高騰によって、
製薬産業が置かれている状況は厳し
さを増しています。
　そのため今こそ、全てのステーク
ホルダーが改革に向けて動き出さな
ければなりません。「黙っていても
政治家が何らかの手を打ってくれる
だろう」と考えるのではなく、ステ
ークホルダー全員が立ち上がり、製
薬産業が創り出している医薬品の価
値を、社会に向けて声高に発信しな
ければならないと思っています。そ
の声が国民や政治家に届き、今、指
摘した社会保障制度上の問題を解決
したいというのが、私の願いです。
日薬連も、そうした動きを強めてい
きたいと考えています。
　

　三木田　業界が、今まで以上に声
を上げなければならいということで
すね。
　安川　おっしゃる通りです。アス
テラス製薬として新薬を承認いただ
いた際には、当然のことながら薬価

について厚生労働省と協議の場を持
ちます。そのたびに、開発した企業
としては到底容認できない薬価を突
き付けられるわけです。「こんな薬
価は受け入れられません」と突き返
しても、「先立つものがない」と言
われてしまう。しかし本当に、お金
が原因で国民が最先端の医療を受け
られないのか、また、お金がないが
故にドラッグラグ・ロスが起きてい
るのか、甚だ疑問です。
　どうして、こんな状態になってし
まったのか。繰り返しになります
が、その根本的な原因として国民健
康保険法を温存してきたためと考え
ざるを得ないのです。法律が制定さ
れた1958年は敗戦から13年しか経
っておらず、国民は貧困にあえいで
いました。そのため、医療と主食で
ある米だけは貧富の差にかかわらず
平等に提供しようとの考えから、健
康保険制度と米価制度が作られた経
緯があります。国民健康保険法の原
点を確かめるために法律の起草文を
読み直すと、現在の運用のされ方と
法律の理念には大きな隔たりのある
ことが分かります。大まかに法律の
趣旨を言えば、個人では抗えること
ができない稀に起きる大きなリス
ク、あるいは一族郎党が協力しても
対処できないようなリスクに見舞わ
れた時には、同胞である日本国民が
お金を出し合って救おうではないか
ということなのです。日常的に起き
る小さなリスクを救うためとは、一
言も書かれていません。
　にもかかわらず、時代の変遷とと
もに高尚なスピリットが失われ、頻
繁に起きる小さなリスクまで、皆保
険制度によって救うようにしてしま
った。まだ、昭和の高度成長の時代

最先端医療を受けられない
災厄を国民は被っている

皆保険制度の本旨は
大きなリスクの助け合い
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できなかった訪問を経験していました。回数別では「1～
5回」が240件とほとんどを占めましたが、「6～10回」13
件、「11回以上」も13件ありました。なお、合計延べ訪問
回数1万3,621回に対し、指導料を算定できなかった延べ
回数は675回であり、5.0％の訪問で指導料を算定できて
いませんでした（グラフ1）。
　算定できなかった理由の内訳をみると、1人の薬剤師が
ひと月に、祝日等の関係で中6日以上空けられず算定でき
なかった回数が約1.2回でした。同様に、月4回の上限の
ため、指導料を算定できていなかったというケースは約
1.2回でした。
　その他の理由（自由記述）によるものは0.3回でしたが、
そのほとんどが「追加の薬や不足した薬を配達したため」
でした（グラフ2）。
　さらに、薬剤師の45.4％が月4回の上限のために指導料
を算定できなかった訪問を経験していました。また、合計
延べ訪問回数（1万3,621回）に対しては2.1％の訪問で算
定できていませんでした。祝日等の関係で中6日以上空け
られず算定できなかった訪問を63.9％の薬剤師が経験して
いました。また、2.2％の訪問では中6日以上空けられず、
指導料を算定できていませんでした（グラフ3）。
　なお、在宅訪問の患者数（4,923人）のうちで、2025年
5月にかかりつけ患者が、外来から在宅移行したのは63件
（1.3％）でした。

正会員の地域連携薬局を対象に調査
　調査は6月2日から30日までの約1カ月間に、NPhA正
会員である地域連携薬局に所属し、同薬局内で個人宅向け
在宅業務に最も携わっている薬剤師１人（１薬局１回答）
を対象に、WEBフォームを介して行われました。回答数
は886でした。
　調査では、勤務する薬局の情報などの①基本情報、②時
間的負荷、③精神的負荷、④在宅業務の課題・工夫を焦点
に、薬剤師1人がひと月に算定できなかった回数、１人が
ひと月に在宅移行を対応した件数、個人宅１訪問にかかる
在宅業務の各作業時間、終末期ケアの訪問にかかる個別の
作業時間、在宅業務における精神的負荷と具体的業務（自
由記述）、在宅業務における収益状況、効率が悪いと感じ
る在宅業務（自由記述）、在宅業務の効率を高める工夫（自
由記述）、在宅業務を行う上での課題（自由記述）などが
報告されています。

薬剤師1人がひと月に算定できなかった回数

30％の薬剤師が�
指導料を算定できない訪問を経験
　2025年5月のひと月における、指導料を算定できない訪
問について回答を求めた結果、「0回」は886人の回答中
620件（70.0％）でしたが、薬剤師の30％が指導料を算定

Investigation

薬剤師1人・１時間当たりの在宅業務に
よる収益は給与費を下回る
1訪問にかかる在宅業務の平均作業時間98分は
外来業務の約8倍

「「薬剤師の個人宅向け在宅業務実態に関する大規模調査薬剤師の個人宅向け在宅業務実態に関する大規模調査」」NPhA

　日本保険薬局協会（NPhA）は9月、「薬剤師の個人
宅向け在宅業務実態に関する大規模調査」結果ととも
に、2026年度改定における在宅業務に係る要望事項
を公表しました。それによると薬剤師1人の1時間当
たりの在宅業務による収益は4,715円で、これは同時
間当たりの給与費を下回っていました。1訪問にかか
る在宅業務の作業時間は平均98分でしたが、終末期

やがん、腎不全など特定疾患患者、重度の要介護者へ
の訪問は作業時間が長くなる傾向でした。また、外来
患者が在宅に移行するケースもあり、NPhAでは在宅
移行初期管理料の適用拡大などを含め、運営コストや
業務負担に見合った評価と、専門性の高い業務や多職
種連携の成果を適正に評価する報酬体系を要望してい
ます。
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薬剤師1人・１時間当たりの在宅業務に
よる収益は給与費を下回る

日本総合研究所 「薬剤師の個人宅向け在宅業務実態に関する大規模調査結果」
（https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/16039/）
N=886 人の薬局薬剤師

日本総合研究所 「薬剤師の個人宅向け在宅業務
実態に関する大規模調査結果」

（https://www.jri.co.jp/column/opinion/
detail/16039/）
N=886 人の薬局薬剤師

2025年5月の訪問において、指導料を算定ができなかった回数 2025 年 5 月の訪問において、指導料を算定ができなかった回数の内訳

連携ノート／連携シート、MCSなど情報共有ツールを活
用した薬剤師は27.7％でした。このなかで、「1～5回」活
用との回答が169件（19.1％）、「6～10回」39件（4.4％）、
「11回以上」37件（4.2％）でした。これらの情報共有ツ
ールを活用したと回答した薬剤師は、46.8％の訪問で情報
共有ツールを活用していました。

個人宅１訪問にかかる在宅業務の各作業時間

1訪問にかかる平均作業時間は�
98分で外来業務の約8倍
　1件の訪問に対する平均作業時間は98分を要していまし
た。また、過去に厚労省が報告した「薬局及び医療機関に
おける薬剤師業務の実態調査」（タイムスタディ調査※１）
の結果から、薬局における処方箋1枚の処理時間が12分
41秒であったことから、在宅業務に要する時間は外来業

多職種連携に関わる会議出席

サービス担当者会議には�
約3割の薬剤師が出席
　在宅業務を進める上でサービス担当者会議、地域ケア会
議など多職種連携に関わる会議への出席が求められていま
すが、2025年5月にサービス担当者会議へ出席した薬剤師
は27.3％でした。このほか地域ケア会議へは10.9％、退院
時カンファレンスへは1.9％、障害福祉サービスにおける
個別支援会議へは0.7％の薬剤師が出席していました。な
お、退院時カンファレンスについては、在宅移行初期管理
料を算定した薬剤師（N＝22）を分母とすると8割近くの
薬剤師が参加していました（グラフ4）。
　日常的な多職種連携においては、相互に情報共有するた
め多様な連携ツールが活用されていますが、2025年5月に

薬剤師1人が
ひと月に算定できなかった回数

グラフ1

薬剤師1人がひと月に算定できなかった回数（内訳）グラフ3
●月4回の上限のために指導料を算定できなかった ●祝日等の関係で中6日以上空けられず算定できなかった

薬剤師1人が
ひと月に算定できなかった回数（内訳）

グラフ2

0回、回答 620件

（70.0%）
（70.0%）（70.0%）

0回、
回答620件

（27.1%）

1～5回、
回答 240件

（1.5%）

6～10回、
回答 13件

（1.5%）

11回以上、
回答13件

（54.5%）

0回、
回答145件

（44.3%）

1～5回、
回答 115件

（0.8%）

6～10回、
回答 2件

（1.5%）

11回以上、
回答4件

（36.1%）

0回、
回答96件

（61.3%）

1～5回、
回答 163件

（1.5%）

6～10回、
回答 4件

（0.8%）

11回以上、
回答2件

（54.5%）

0回、
回答145件

（44.3%）

1～5回、
回答 115件

（0.8%）

6～10回、
回答 2件

（1.5%）

11回以上、
回答4件

（36.1%）

0回、
回答96件

（61.3%）

1～5回、
回答 163件

（1.5%）

6～10回、
回答 4件

（0.8%）

11回以上、
回答2件

月 4回の上限のために、指導料を
算定できなかった訪問回数

祝日等の関係で、中6日以上空けられず
算定できなかった訪問回数

がん、輸液患者に対して、原則月8回の
算定ルールを踏まえ、月8回を

超えたために算定しなかった訪問回数

その他理由（自由記述）の回数

薬剤師１人がひと月に指導料を算定できなかった回数
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

1.21.2

1.21.2

0.030.03

0.30.3

延べ訪問回数のうち
5.0％*1の訪問で
指導料を算定できていない
*1：指導料を算定できなかった
　　 延べ回数（675 回）／
　　 合計延べ訪問回数（13,621 回）

●�  月4 回の上限のために
   指導料を算定できない
   訪問を、薬剤師の45.4%
   が経験
●�  2.1％の訪問で
   月4 回上限のため
   指導料を算定できていない
月4 回上限のため指導料を
算定できなかった延べ回数（228 回）／
合計延べ訪問回数（13,621 回）

その他理由 回答数
追加の薬や不足した薬を
配達したため

14

契約前の訪問のため 4
患者都合による再訪問のため 4
訪問指示がないが訪問したため 4
介護保険を申請中であったため 2
入院先への残薬の持参のため 1

日本総合研究所 「薬剤師の個人宅向け在宅業務実態に関する大規模調査結果」（https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/16039/）　N=886 人の薬局薬剤師

●�  中6日以上を空けられず
   指導料を算定できない
   訪問を、薬剤師の63.9%が
   経験
●�  2.2％の訪問で
   中6日以上空けられず
   指導料を算定できていない
中6日以上空けられないため指導料を
算定できなかった延べ回数（297回）／
合計延べ訪問回数（13,621回）

10-15 アンケート89.indd   1110-15 アンケート89.indd   11 2025/11/11   16:412025/11/11   16:41



　1918　

Visiting

している動物病院が 28 施設あり、指示書を頻繁に送っ
てくださっている動物病院が10 施設ほどあります。
　――どのような処方が多いのですか。
　鄭　ほとんどが犬と猫を対象としたもので、慢性疾
患が多いですね。糖尿病もありますし心疾患、アレル
ギー疾患もあります。また、猫伝染性腹膜炎（FIP）
に新型コロナウイルス治療薬「モルヌピラビル」が使
用されることが多いのですが、その調剤には猫の体重
や症状に応じて投与量を細かく調整するなど手間が掛
かるため、その指示書が来る場合もあります。手数料
は、指示書 1件につき薬代を含めて平均 5,000 ～ 6,000
円で、概ね薬代と技術料が半々です。10 分程度で調

福岡市内の動物病院から月50件の指示書
　――動物用調剤を行っている福岡早良在宅調剤セン
ターは、いわゆる在宅特化型の薬局とお聞きしていま
す。先ずは概要をお聞かせください。
　鄭　センター全体としては薬剤師が 5.5 人、事務職
3.5 人の陣容です。施設在宅を中心に取り組んでおり、
応需処方箋枚数は月間 600枚、在庫品目1,210 品目、
休日・夜間は薬剤師がオンコールで対応しています。
5.5人の薬剤師のうち一人が、動物用調剤を担当して
います。もちろん、動物用調剤だけでなく、処方箋調剤
も行っています。また、動物薬の在庫数は 100 品目弱
ですが、動物には人体薬も多く使用されていますので、
それらについてはセンターの在庫を使用しています。
　――どのくらいのオーダーが来ているのですか。
　鄭　月間 50 件ほどです。ほとんどが福岡市内にあ
る動物病院からの依頼ですが、一部、佐賀や大分県、
関東からの受注もあります。指示書をオンラインで受
け付け、調剤を行った後に発送しています。現在、契約

　120年の歴史のある老舗・大賀薬局が昨年2月、動物用調
剤事業に乗り出しました。薬局にとって全く未開拓の世界で
すから、全国の薬局経営者・薬剤師がその動向を見守ってい
ます。大賀崇浩社長は、「獣医師と薬剤師が連携することで安
心・安全な動物医療を提供する」と意気込みます。現在、主
に福岡市内の動物病院から指示書をオンラインで応需、飼い
主に薬を直送しています。

連載

訪問シリーズ

獣医師と薬剤師の連携で
安心・安全な動物医療を提供
在宅特化型薬局に動物調剤室を設置、
動物病院からオンラインで指示書応需

日本保険薬局協会　
専務理事

柳楽 晃洋氏

聞き手

No.16 動物用調剤

鄭 

唯
学
氏

大
賀 

崇
浩
氏

株式会社大賀薬局（福岡県）

代表取締役社長 大賀 崇浩氏

調剤薬局事業部 営業 2 課
早良城南ブロック ブロック長

新事業推進課 課長 鄭 唯学氏（薬剤師）
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